
町内会長さんの手引き
 ２か月に１度チェックを行う為、１グループ２回 /年となります。    

9 各種配布物の配布（２～３回 /月）    
 ①市の広報等、直接町内会長さんに送られてくる全戸配布物は、各班長さんと班長    
 　不在の各戸に町内会長さんが配布する。学校等の回覧物は班長さんへ配布する。    
 ②役員定例会の時に依頼する回覧は班長さんのいる班のみとし、全戸配布は①と同様。    
 ③特に班長さんに説明が必要な配布物があるときは、直接班長さんに説明して配布。    

10 一斉清掃の見回り(２回 /年 )    
 ４月と１２月に一斉清掃があります。ゴミ袋を各班に４枚行きわたるように    
 事前にお渡しします。予備を多少付けますので足りない時に使用してください。    
 町内会長さんは当日、巡回して各班にねぎらいの言葉をかけて下さい。    
 消毒液が必要な場所があれば事前に区長に申し出て下さい。    

11 区の主要事業の参加と補助
 区・区諸団体・富丘地区行事・富丘社会福祉協議会行事等様々な行事があります。    
 特に区の行事には積極的に参加・協力 (事前準備等）をお願いします。    
 区：班長総会、自主防災会総会、一斉清掃、宮おどり、夏祭り、夏の防災訓練    
 　　敬老会、区民体育祭、地域文化祭 (２日間 )、冬の防災訓練、冬の一斉清掃    
 　　どんど焼き他    
 区諸団体：市民スポーツ祭 (体育振興会 )、ファミリーウオーキング (体育振興会 )    
 　　　　　総会 (交通安全淀橋分会・第３子供会・体育振興会）廃品回収 (子供会）    
 富丘地区：富丘交流センター祭り等    
 富丘社協：グランドゴルフ大会・三世代交流ウオーキング・社協講演会等    

12 富丘社協の６部会推進委員をお願いする事があります  
 福祉のつどい部会、グランドゴルフ部会、三世代交流部会、あったか家族のつどい部会    
 広報部会、小地域福祉ネットワーク部会    

13 市指定避難所運営委員 
 淀橋区の一次避難所は、１・３・４・６町内は淀川中公園、２町内は忠正寺駐車場    
 ５・７町内は四中正門付近、８町内はスーパーポテト東側駐車場    
 淀橋区の市指定避難所は２か所に分かれます。    
 １・２・３・４・６・８町内会は県立北高等学校、５・７tっ用内は市立富士宮第四中学校    

 それぞれ避難所における避難所運営委員をお願いする事があります

主要業務 》    

1 区役員定例会議への出席    
 毎月５日（月によって日にちが変わることがあります）PM７時～区民館２F    

2 町内会の世帯数の把握    
 町内会の転入・転出を把握（各班長さんから連絡を受ける）し、自治会加入・異動連絡票
 を使用して区長及び市の市民生活課市民安全係へ連絡する。電話・FAXでも可。    
 参考）電話：22-1130　FAX：22-1284    

3 自主防災会役員を兼務    
 ①淀橋区自主防災部長の兼務    
 １町内町内会長  消火部長  
 ２町内町内会長  施設部長  区トランシーバー
 ３町内町内会長  記録部長  
 ４町内町内会長  渉外部長  区トランシーバー
 ５町内町内会長  総務部長  区トランシーバー
 ６町内町内会長  情報部長  市防災無線 (北高用 )
 ７町内町内会長  救出救護部長  市防災無線 (４中用 )
 ８町内町内会長  給水給食部長  区トランシーバー
 ②各班に設置してある消火器の点検（１回 /年）    
 ③黄色いハンカチ掲載軒数を班長さんから受けて記録部長に報告（２回 /年）    
 ④要支援者名簿（年度初めに配布）に基づき災害時に必ず要支援者に助力する事を    
 　各班長さんに確認する。    
     

4 町内見守り活動（１回 /月）    
 １・２町内、３・４町内、５・７町内、６・８町内がペアとなり、町内会長・区役員    
 民生児童委員さん等各町内で決められた人と町内を巡回する。特に一人暮らしのお宅を    
 訪問して健康状態等の確認をする。    
     

5 資源リサイクル
　　　　（段ボール、新聞、雑誌、雑紙）置き場の状態を定期的にチェックし、満杯時にアカツキさんへ回収要請の連絡を入れる。
　　　　電話　22-1588    

6 集金業務
　　　　区費、町内会費、各募金等を班長さんが集金し町内会長 (会計担当のいる町内会は    
 担当者）へ納金するので、区へは前期分 (４月～９月）、後期分 (１０月～３月分）を    
 宮信から区の口座へ振り込み、その他市役所・社会福祉協議会等へ納金する。    
 特別区民のいる町内会は協力金の依頼書をもって１年分を一括して集金する。    

7 区民館の清掃当番（２～３回 /年）    
 毎年４月の班長総会の最終ページに当番表を添付します。各町内の班長さんに    
 清掃当番日の前日に確認（忘れている班長さんがいる為）をする。    
 清掃日に、出席された班長さんにお礼としてゴミ袋（45L×１０枚入り）を    
 町内会費より購入して配布する    

8 防災倉庫の点検 (２回 /年 )    
 自主防災倉庫 ( 主に区民館倉庫と淀川中公園の№１～№３倉庫内の点検とエンジン    
 発電機の発電チェック及びポンプの起動チェックを行う。    
 区内役員・１～４町内会長さん・５～８町内会長さんの３グループを結成し    
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